
戸田市第５次総合振興計画後期基本計画協働会議 

第３回協働会議 
 

 

 

日時  令和６年１１月１９日（火） 

     午後７時から 

会場   市役所５階 大会議室 

 

式 次 第 

 

1 開     会 

 

2 会長及び副会長の選任  

 

3 オリエンテーション 

 

4 分科会ディスカッション 

 

5 閉     会 

 



３．オリエンテーション



本日の流れ 《第３回資料》

１９：１５～２０：３０（７５分間）

分科会ディスカッション（テーマ①のみ）

(1) 第２回『戸田市の現状・問題と課題』の再確認

(2) 『今後５年間の目指すべき姿・考え方』

(3) 『目指すべきの姿を実現するための取り組み』

※テーマ①の分野について、分科会ごとに、話し合いながら、

ワークシートを作成してください。

※休憩は、分科会ごとに、適宜お取りください。

２０：３０～２０：５５

全体向け各分科会 発表（４分）＋最後に全体で意見交換

２０：５５～２１：００

事務局からの次回会議の連絡



分科会に入る前に

自治基本条例における『まちづくり』とは？
自治基本条例は、市民・議会・行政が協力して、まちづくりを行うための基本的な考え方やルールな

どを定めたものです。
まちづくりの基本原則（基本となる進め方）

本条例における「まちづくり」とは？

市民・議会・行政が

それぞれの役割を意識し、それぞれの力を発揮し、

互いを尊重して、理想のまちを実現するための取組

を指します。

これらも「まちづくり」に含まれます

・理想のまちを実現するための市民各々の活動
・市民参画による行政の取組

行政が行う取組（市政）
例）道路、インフラ整備など



まちづくり

分科会に入る前に

出典:「戸田市自治基本条例パンフレット」

市民・議会・行政それぞれの役割

自治基本条例の理念の下、各基本目標の実現に向けて、
後期基本計画の５年間で『目指すべき姿（状態）』と
『それを実現するための取り組み』を話し合いながら
分科会の意見として、まとめていきましょう。

第３回・第４回協働会議では

〇市内に在住、通勤・通学している人
〇市内の事業者
〇町会、自治会等
〇市内で活動しているボランティア
団体等

市民の権利
〇まちづくりに

参加・参画する

権利

〇市政に関する

情報を知る権利



基本目標のゴール（10年間の目指すべき姿）

分野ごとの現状・課題等

ゴールの状態と、分野ごとの現状
とのギャップを埋めるために
後期５年で、何をするべきか？

分科会に入る前に

まとめの方向性

「今後、５年間の目指すべき姿」
「実現するための取組」



【目指すべき姿】（例）
●「ニーズに応じた預け先があり、安心し
て預けることができる状態」

↑ 

【なぜ、そう思ったか】（例）
●仕事やひとり親家庭など、様々な理由で
保育園等を利用したい人がいる。

●園や先生の雰囲気も大事、子供の成長や
安心・安全に大きく影響する。

●用事やリフレッシュで預けたい人は、空
き状況が分かりやすい方がいい。

※①「現状、問題と課題」に対し、一問一答ではな
く、大きな枠で考えていきます。

【取り組み】の（例）
●（行政が）保育園や一時預かり
、幼稚園の預かり保育などの受
入体制を確保する

●（市民・行政が）施設（公立、
民間）の空き状況の把握や利用
申込みがネットでできるなど、
利用しやすい仕組みの導入を進
めていく。

基本目標のゴール（10年間の目指すべき姿）

ワークシート作成について

★事前送付資料の６・７ページにもワークシート作成について記載していますので、ご確認ください。



【参考】

戸田市の人口推計の試算（令和6年11月時点）

出典：「住民基本台帳人口」（戸田市2020.10）

推計値※実績値

※推計値については、令和6年11月時点の試算結果です。
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